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はじめに

　博物館展示における長年の課題の１つに古文書があ

る。近代以前の古文書の多くが、くずし字で記され、さ

らに専門用語の存在から、ある程度の前提知識を必要と

し、一般の観覧者からは、難しい、読めないという理由

により敬遠されるケースが多いためである。

　とはいえ、観覧者が古文書に全く興味がないわけでは

ない。それは筆者も含めた学芸員によるギャラリートー

クでは、常に一定の集客がみられる点からうかがえる。

したがって古文書展示を観覧者にとって魅力的なものに

するには、展示の作成者と観覧者の間に、その前提知識

に隔たりがあることを自覚し、一般の方にも古文書を分

かりやすく、また親しみやすく伝える工夫を重ねていく

ことが求められているといえるであろう。そこで本稿で

はその一助とするために、近年の各博物館における古文

書展示を参考に、富士山かぐや姫ミュージアム（富士市

立博物館）が試行した古文書展示方法について紹介した

いと思う。

１　近年の古文書展の動向

（１）「モノ」としての古文書を楽しむ

　古文書展示のあり方を模索するにあたって、平成 25

年度（2013） は、 中世の古文書をテーマとする企画展

が各地で開催された画期的な年であった。当時、筆者も

また実際に観覧し大いに刺激を受けた。その主な企画展

は下記の通りである。

①国立歴史民俗博物館「中世の古文書―機能と形―」

　（会期：10 月８日～ 12 月１日）

② 神奈川県立歴史博物館「こもんじょざんまい―鎌倉ゆ

かりの中世文書―」

　（会期：10 月５日～ 12 月１日）

③大津市歴史博物館「湖都大津のこもんじょ学」

　（会期：平成 26 年３月１日～４月 13 日）

　これらの企画展は、「文字だけでなく「モノ」として

の古文書に注目して、 その鑑賞方法を紹介」 すること

を目的としている点が共通していた （１）。その姿勢は国

立歴史民俗博物館のキャッチコピー「読めなくても大丈

夫！」に端的に現れている（２）。その実践として、従来

からみられる古文書の翻刻と内容の解説に加えて、古文

書の材質、文書の伝達と保存過程を図示、書状の折り方

などの最新の学術成果を紹介、 さらにキャプションの

キャッチフレーズを親しみやすいものにする、オリジナ

ル花押作成コーナーの設置など子どもも楽しめるように

するための様々な工夫が各館でみられた。一方で、これ

らの展示に対しては、依然として学術色が強く一般的と

はいえないという意見も寄せられている（３）。では、「学

術的側面を維持しつつ、一般の方も楽しめる」という理

想的な古文書展示方法とは、どのようなものなのであろ

うか。

（２ ） 「古文書ハンズオン」の実践～読めなくては楽しい

はずがない～

　群馬県立歴史博物館の簗瀬大輔氏は、平成 25 年の中

世文書展ブームの翌年の平成 26 年（2014）に実施され

た地域協働展「サムライたちのメール―義貞から信長ま

で―」 における古文書展示方法の試みを紹介している
（４）。

　そのなかで簗瀬氏は、小中学校の教師との制作会議の

話し合いで、古文書に書かれている情報を分かりやすく

伝えることを考えるべきだという意見を受けたこと、最

終的に「読めなくては楽しいはずがない」という結論に

至ったことを述べている。このように群馬県立歴史博物

館では、国立歴史民俗博物館の企画展の「読めなくても

大丈夫！」とは全く逆の方針によって展示準備が進めら

れたのである。

　続いて展示資料を中心に観覧者の能動的な働きかけに

よって構成される「古文書ハンズオン」とよぶべき展示

システムの実践を紹介している。その条件設定は次のよ

うなものであった。

　条件１　実物資料を観察すること。

　条件２　複数の実物資料を比較すること。

　条件３　資料の本質的理解につなげること。
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　条件４　直感的に理解できること。

　 条件５　 文字以外の要素にも注目し、資料を多面的に

観察すること。

　そして、これらの条件を満たすための補助資料を作成

したという。

　①スマートホン型解説パネル

　②見出しキャプション

　③ワークブック

　④資料集と読み下しリーフレット

　⑤ワークショップ

　⑥「市史コラム」の抜き刷り

　このうち筆者が注目しているのが、①スマートホン型

解説パネルの作成である。その実践の根底にあるのは、

「特定の人から人への通信手段である」という点で古文

書と現在の携帯電話のメールには共通点があるという簗

瀬氏の考えである。そこで携帯電話のメール画面に古文

書の情報を置き換えた結果、観覧者にも直感的に理解で

きるようになるという効果があったという。また文章も

古文書の種類別に書状であれば「です・ます調」、書
かきくだし

下

などであれば「～せよ」などの命令調に変更することに

より文書の性格が伝わるとし、補助資料としての有効性

を指摘している。その背景には、普段見慣れているスマー

トホンの画面というフィルターを通すことによって、馴

染みのない古文書に対しても親近感をもって興味を惹か

せる効果が存在しているのであろう。

　以上、近年の古文書展示の動向とその特徴について概

観した。その結果、一般的に敬遠されがちな古文書の魅

力の発信のために、「読めなくても大丈夫！」（国立歴史

民俗博物館）と「読めなくては楽しいはずがない」（群

馬県立博物館）という２つの方針が併存するなど、各地

で試行錯誤が繰り返されている現状が明らかになった。

このように古文書展示の方針に違いが生じる要因は、「古

文書の魅力（モノとしての古文書＋書かれている内容）

をどのように伝えるのか」という本質的な問題への向き

合い方の違いに求められるように思われる。もちろん、

いずれの方針も長所・短所があり賛否両論が分かれると

ころである。しかし全国各地の博物館が、国立歴史民俗

博物館と同じ学術水準で古文書と向き合い展示解説をす

ることができるのかと考えると、残念ながらそれは難し

いといわざるをえない。したがって、地方の博物館がこ

れまで以上に古文書の魅力を発信するには、簗瀬大輔氏

が提唱する「古文書ハンズオン」こそが、もっとも現実

的かつ効果的な方法といえるであろう。

２ 　 富士山かぐや姫ミュージアムにおける
「古文書ハンズオン」の実践

　　～「SNS チャット風古文書解説パネル」の事例～

（１） 富 士・ 沼 津・ 三 島 ３ 市 合 同 企 画 展「駿 東・ 北 伊 豆

の戦国時代」で直面した課題

　平成 28 年度（2016）、 富士山かぐや姫ミュージアム

では富士・沼津・三島３市合同企画展「駿東・北伊豆の

戦国時代」を開催した（５）。この企画展は富士山かぐや

姫ミュージアム・沼津市明治史料館・三島市郷土資料館

の３館が「戦国時代」という大枠テーマに沿って独自の

展示会を実施したものである。

　富士市では、天文 23 年（1554）に今川義元・武田信

玄・北条氏康が駿河国善徳寺（富士市今泉）で会談し「甲

相駿三国同盟」を結んだとされる伝承にちなみ「三国同

盟とその周辺」というテーマで展示を準備した。展示を

組み立てる上で軸となったのが、明治維新期に廃寺にな

るまで市内今泉（現在の吉原公園）に存在し、戦国期に

は戦国大名今川氏の保護下にあった真言寺院の東泉院や

「吉原湊」（現在の田子の浦港）を管理していた矢部家に

伝来した中世文書群である（６）。

　準備段階で問題になったのが、古文書をどのように展

示解説するのかという点である。当館もまた常設の古文

書展示では、古文書の傍に古文書名・年代・解説を記し

たキャプションと、くずし字の翻刻・現代語訳を記載し

たパネルを置く一般的な方法を執っている。ところが、

それに対して民俗学、考古学担当の各学芸員から、一般

の方には難しく、楽しめないのではないかという意見が

出された。そこで古文書解説をより分かりやすいものに

するために、 簗瀬大輔氏が提唱する「古文書ハンズオ

ン」を参考に、各学芸員の協力の上で考案・作成したの

が「SNS チャット風古文書解説パネル」である。

（２）「SNS チャット風古文書解説パネル」の特徴

　近年はスマートホンの普及にともない、 ソーシャル

ネットワーキングサービス（以下、SNS）によるコミュ

ニケーションが盛んである。SNS アプリケーションは、

気軽にテキストチャットを楽しめることから若者を中心

に多くの利用者が存在する。この点に注目し、当館では

SNS 風のテキストチャットの形式で古文書の内容を紹介

することを試みた。実際の展示で使用した「SNS チャッ

ト風古文書解説パネル」の実例と対象となった古文書の

写真と翻刻を掲げておく（図１、写真１、史料１）。
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　図１は、東泉院文書の「永禄 12 年（1569）11 月 13

日北条氏政判物」（当館蔵）を解説したものである（７）。

一見して明らかなように、その特徴は①発給者である北

条氏政と受給者の「五社惣別当東泉院（＝雪
せつざん

山）」のテ

キストチャットによるやりとりで構成されていること、

②北条氏政と雪山をイメージしたキャラクターを載せて

いることの 2 点である。 これはパネルの観覧者に普段

使用している SNS チャットの画面を連想していただき、

親近感と古文書に対する興味を持ってもらうことを意図

したものである。

　このパネルの長所は、解説対象の古文書だけでなく、

その文書が実際に発給されるまでの社会状況と実際に取

り交わされたと考えられるやりとりがチャットという流

れのなかで説明できる点にある。それは、従来型の文書

解説と比較すると分かりやすい。

　例えば、「永禄 12 年（1569）11 月 13 日北条氏政判物」

（史料１）を従来のような形で解説した場合、次のよう

なものになる（８）。

　�　�「当文書は、北条氏政が五社惣別当東泉院（＝雪山）

の寺領を保証したものである。永禄 11 年（1568）、

武田信玄は三国同盟を破り駿河に侵攻した。結果、

今川氏と雪山は、北条氏の保護下に置かれることに

なった。雪山は今川氏から与えられていた権利を

守るために北条氏政から当文書を獲得したのであ

る。」

　この解説は、基本的に図１のパネルと同内容である。

しかし、この従来型の解説では、古文書がたどってきた

発給されるまでの歴史的過程が、一般の方には伝わりに

くいのが実状である。したがって古文書展示を魅力的な

ものするには、こうした「文書発給者と受給者のやりと

り」をパネルのなかで伝えていくことが重要になってく

る。

　歴史学では分析対象の古文書や古記録だけでなく、作

成時期・社会状況・関連文書の記述なども考慮した上

で、過去の出来事を叙述する。それは研究者による勝手

な創作を排除した一種の物語を描く行為である。とする

と「SNS チャット風古文書解説パネル」は、古文書の内

容検討によって読み取った「文書発給者と受給者のやり

とり」の一端をビジュアル的に示したものといえるであ

ろう。

　また構想段階では特に意図していなかったことである

が、チャットのなかに関連文書の画像を貼ることで、複

数の文書の関係も提示することができるという便利な機

能を持たせることができた。図１には雪山が五社惣別当

95％ 9:27NRS

雪山（もと東泉院）

永禄 12 年 11 月 13 日

北条方に来られて、

少しは落ち着きましたか？
既読

9:03

既読

9:07

9:05

ようやくなんとか。

武田に追い出された私たちを

引き取っていただいて、

感謝の言葉も見つかりません。

9:08

おっしゃるとおりです。

東泉院の今後が心配でなりません。

9:10

9:15

今川氏真さんからもらった権利書

があります。すぐにお見せします。

9:25

なんとありがたきこと！

これからも頑張ります！

祈祷の際には是非東泉院をよろしく

おねがいします。

いえいえ。そんなに気にしないで

下さい。私は父が結んだ今川家と

の同盟を守っただけですよ。

けしからんのは信玄のほうです。

既読

9:09

確かにそれは心配ですね。

私の名前で正当な別当であること

を書いておきましょう。

権利書関係はお持ちですか？

既読

9:20

今でも今川家を見限る事なく忠義

を尽くしている雪山さんの姿に感

動しました。雪山さんが東泉院を

管理することを認めた書類を作り

ましたから、大切にしてください。

図 1　SNS チャット風古文書解説パネルの実例

（永禄 12 年 11 月 13 日北条氏政判物）
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の寺領を北条氏政に保証してもらうために、 過去に今

川氏真から受け取った「御証文」 を提出する場面があ

る。そこで登場するのが現存する東泉院文書「永禄元年

（1558）12 月 17 日北条氏真朱印状」の画像である（９）。

　このやりとりは史料１にみえる「氏真御証文之筋目披

見」の記述を反映させたものである。

　近年の古文書研究では、ただ１点の文書を観察するの

ではなく、文書群をまとまりで捉え、その様式・形態・

管理・伝来にも注目し、複数の文書相互の関連の役割と

文書の流れを明らかにしようとする「文書機能論」が主

流になりつつある（10）。こうした研究動向からみて、１

点の文書だけでなく他の文書を画像という形で組み合わ

せ、その関係を１つのパネルのなかで解説することがで

きる「SNS チャット風古文書解説パネル」 は、「文書機

能論」に適合する展示方法として、今後広く受け容れら

れていく可能性も考えられるであろう。

（３）「SNS チャット風古文書解説パネル」の課題

　前節では「SNS チャット風古文書解説パネル」の長所

を述べてきたが、当然短所もある。最後に、その点を紹

介し今後の活用や改善のための課題を示したい。　

①観覧者の年齢層による反応の違い

　「SNS チャット風古文書解説パネル」 は、 観覧者アン

ケートの「印象に残った展示（自由記述）」項目に多く

の記述があるなど、概ね好評であった。その一方で「表

面上おもしろくしようとしているだけ」という批判的な

意見も一部にはみられた。

　特に好意的な感想を述べていたのが、主に年齢が 10

代～ 40 代と若く、スマートホンで SNS を日常的に利用

している年齢層に集中している傾向がみられた。このこ

とは、 逆に SNS を利用しない、 あるいは馴染みのない

年齢層、特に 60 代以上の観覧者に分かりにくいもので

あった可能性が高いことを示している。「SNS チャット

風古文書解説パネル」は、こうした年齢による反応の違

いが生まれやすいようである。しかし、SNS のようなサー

ビスは今後も長く続くと思われることから、将来的には

この格差も小さくなっていくと考えられる。

②作成までの手間とマンネリ化の危険性

 今回の「SNS チャット風古文書解説パネル」 は、 ３段

階の工程を経て作成した。

Ⅰ　 歴史学担当の学芸員（筆者）が古文書の内容をもと

にチャットのシナリオ原稿を作成。

Ⅱ　 民俗学担当の学芸員（井上）がシナリオ原稿をくだ

けた会話文に編集。
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写真 1　北条氏政判物（永禄 12 年 11 月 13 日）　当館蔵　

史料 1　北条氏政判物（永禄 12 年 11 月 13 日）　翻刻　
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Ⅲ　 考古学担当の学芸員（藤村）が、SNS チャット風パ

ネルのベースをデザインし、さらに登場人物のキャ

ラクターを作画。そこにセリフを当てはめていく。

　このように古文書１点に対する解説パネルにしては、

通常と比べて倍以上の手間がかかっている。今回の企画

展のように展示する古文書が少なく限られているのであ

れば、1 点１点の解説パネルを丁寧に時間をかけて作成

することも許されるであろう。しかし数多くの古文書を

展示する場合には、「SNS チャット風古文書解説パネル」

は現実的ではなく向いているとはいえない。

　続いて懸念されるのが、マンネリ化の危険性である。

今回の展示では「SNS チャット風古文書解説パネル」は

新しい試みとして、多くの観覧者から好評を得ることが

できた。しかし、それに満足して次回以降も連続して同

じ展示方法を用いた場合、果たして来館者から今回と同

様に好意的な評価を得られるのかというと率直に述べて

疑わしい。おそらくマンネリ化する危険性が高いと思わ

れる。特に当館も含めて地方博物館では、古代・中世文

書が新たに発見されたり、寄託されたりすることで増え

るような機会は極めて少ない。それゆえ、これまで知ら

れてきた古文書を大切に保管しつつ、いかに目新しく魅

力的なものであるのかということを後世に伝えていくた

めのアイディアを常に模索していく努力が今後も求めら

れていくであろう。

③史実と演出のバランス

　「SNS チャット風古文書解説パネル」 は、 群馬県立歴

史博物館で実践されているスマートホン型解説パネルを

応用したものであるため、実際のスマートホンにあるよ

うな電波状況、バッテリー残量、時刻などが描かれてい

る（図１）。これらは展示を親しみやすくするための一

種の演出でありフィクションであるが、それをどのよう

に受け止めるのかについては、今回の展示では観覧者の

判断に委ねていた部分が大きかった。しかし、大人であ

れば演出として理解する部分も、子どもの場合、演出も

含めて史実として受け止めてしまうといった誤解を与え

る可能性もある。その対策として、スマートホン型解説

パネルを利用する際には、 念のために、「演出の側面」

も含まれていることを明記しておくことが必要であろ

う。

　また今回のパネルではチャットの一部に「勧進」を「ク

ラウドファンディング」に例えるなど、現代的な感覚に

近付くように史料用語を積極的に言い換えた部分があっ

た（巻頭図版２）。これも演出の１つであるが、史料用

語のなかには、現在も使用されている単語であっても、

その当時独自の意味合いで使用されているケースもある

ため（11）、その言い換えは慎重に検討すべきである。

　当館では古文書によって明らかになる史実を分かりや

すく伝えるための補助的な演出として、「SNS チャット

風古文書解説パネル」を作成した。ところが演出の部分

ばかりが「おもしろさ」として注目され目立つようになっ

てしまっては本末転倒である。あくまでも主役は古文書

の内容＝史実であって、演出部分は脇役であるという原

則を保てるように注意しなくてはならない。その原則が

崩れた場合、それこそ今回の観覧者アンケートにもあっ

た「表面上おもしろくしようとしているだけ」という批

判がさらに多く寄せられる事態を招くことになりかねな

い。したがって、「古文書ハンズオン」は、まずは古文

書の確実な基礎研究を固めた上で初めて成立するもので

あることを常に念頭に置いておく必要があるといえるで

あろう。その点について、筆者もまた自戒の意味を込め

て今後も留意していきたいと思う。

おわりに

　本稿では近年、定着しつつある古文書展示方法「古文

書ハンズオン」を参考に、富士山かぐや姫ミュージアム

が実践した「ライン風古文書解説パネル」の事例を紹介

した。その準備段階においては、従来の方法とは大きく

異なる思い切った取り組みであったために、演出の側面

をどこまで押し出して良いのか、果たして観覧者に受け

容れられるのかなど、不安な面が多々あった。しかし、

その不安は観覧者アンケートで肯定的な意見が多く寄せ

られたことによって払拭された。今回の企画展は、展示

する古文書の要点を確実に抑えた上で、それを観覧者に

も受け容れられやすく伝えるための演出を工夫していく

ことの重要性を改めて確認することができたことが大き

な成果であった。

　今後も各地で新しい様々な「古文書ハンズオン」が生

み出されていくであろう。当館もまた「SNS チャット風

古文書解説パネル」に固執することなく、常にアンテナ

を張って各地の事例を参考にしながら古文書展示方法の

あり方を今後も模索していきたい。その糧とするために

も「SNS チャット風古文書解説パネル」について、多く

の方々からの忌憚のないご意見を賜れれば幸いである。
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